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温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
の
集
計
の
方
法
等
を
定
め
る
省
令
案
新
旧
対
照
条
文

○
温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
の
集
計
の
方
法
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
八
年
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
四
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等
の
集
計
の
方
法
等
を
定
め
る
省
令

温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
の
集
計
の
方
法
等
を
定
め
る
省
令

（
用
語
）

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す

す
る
法
律

（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す

る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。

る
法
律
施
行
令

（
平
成
十
一
年
政
令
第
百
四
十
三
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。

）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意

義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

「
特
定
事
業
所
排
出
者
」
と
は
、
令
第
五
条
第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら
第
十

一

「
特
定
事
業
所
排
出
者
」
と
は
、
特
定
排
出
者
の
う
ち
特
定
輸
送
排
出
者
以

一
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。

外
の
者
を
い
う
。

二

（
略
）

二

（
略
）

（
温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
の
集
計
の
方
法
）

（
温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
の
集
計
の
方
法
）

第
四
条

法
第
二
十
一
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
事
業
所
排
出
者
に
係
る

第
四
条

法
第
二
十
一
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
事
業
所
排
出
者
に
係
る

温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
の
集
計
は
、
法
第
二
十
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に

温
室
効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
の
集
計
は
、
法
第
二
十
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
通
知
さ
れ
た
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
集
計
し
た
結
果
に
係
る
温
室
効
果

よ
り
通
知
さ
れ
た
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
集
計
し
た
結
果
に
係
る
温
室
効
果

ガ
ス
算
定
排
出
量
で
あ
っ
て
特
定
事
業
所
排
出
者
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
企
業

ガ
ス
算
定
排
出
量
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
項
目
ご
と
に
集
計
す
る
こ
と

そ
の
他
の
事
業
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
業
種

に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ご
と
に
、
令
第
五
条
の
二
に
掲
げ
る
事
業
所
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
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ご
と
に
集
計
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

企
業
そ
の
他
の
事
業
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

二

業
種

三

都
道
府
県

２

（
略
）

２

（
略
）

（
調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
の
集
計
の
方
法
）

第
四
条
の
二

特
定
事
業
所
排
出
者
に
係
る
調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
（
温
室

効
果
ガ
ス
算
定
排
出
量
等
の
報
告
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
八
年
内
閣
府
・
総

務
省
・
法
務
省
・
外
務
省
・
財
務
省
・
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産

省
・
経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）
第
一
条
第
四
号
に
規
定

す
る
調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
集
計
は
、
法
第
二
十
一
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
集
計
し
た
結
果
に
係
る
調
整
後
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
に
つ
い

て
、
企
業
そ
の
他
の
事
業
者
ご
と
に
集
計
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る

。（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
と
の
関
係
）

（
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
と
の
関
係
）

第
七
条

法
第
二
十
一
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関

第
七
条

法
第
二
十
一
条
の
十
の
規
定
に
よ
り
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
」
と

す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
「
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
」
と

い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
（
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
お
い

い
う
。
）
第
十
五
条
第
一
項
（
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
法
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
う
ち
二
酸
化
炭
素
の
排
出

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
う
ち
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
に

量
に
係
る
事
項
に
関
す
る
部
分
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二
酸

係
る
事
項
に
関
す
る
部
分
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
に
伴
っ
て
発
生
す
る
二
酸
化
炭

化
炭
素
の
排
出
量
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告

素
の
排
出
量
に
つ
い
て
の
法
第
二
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
と
み

と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
条
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

な
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
条
及
び
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は



- 3 -

て
は
、
第
三
条
中
「
事
業
所
管
大
臣
が
所
管
す
る
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
エ
ネ
ル

、
第
三
条
中
「
事
業
所
管
大
臣
が
所
管
す
る
事
業
」
と
あ
る
の
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー

ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第

の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
十
五

十
五
条
第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

条
第
一
項
（
同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

。
）
の
規
定
に
よ
る
報
告
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
事
業
所
管
大
臣
が
所
管
す
る

定
に
よ
る
報
告
」
と
、
前
条
第
一
項
中
「
事
業
所
管
大
臣
が
所
管
す
る
事
業
」
と

事
業
」
と
あ
る
の
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条

あ
る
の
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
に
関
す
る
法
律
第
十
五
条
第
一
項
（

第
一
項
（
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

同
法
第
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
報

規
定
に
よ
る
報
告
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

告
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）


